
 

（関連分野） 

観光振興・地場産業 

（事業の名称） 

 異業種の経験や技術を活用した漁業参入事業 

（関係省庁名） 

農林水産省 

事業の概要 

（事業内容） 

 経験や技術を有した異業種が漁業者と連携して漁業に参入する際に、生産・流通・加工・

販売の各段階における新たな雇用創出を支援。 

（事業展開に必要となる事項・規制緩和など） 

制度改正：特になし 

（期待される効果） 

定性的効果： 

・ 意欲・能力の高い異業種の漁業生産サイドへの参入により、漁業・漁村の活性化が図

られる。 

・ 異業種の加工技術の活用や流通構造の改革により、漁業者の収益向上が見込まれる。

・ 漁村における新たな起業の創出が見込まれる。 

（先行事例） 

・ 愛知県大手外食チェーン店とのタイアップによる未利用魚やマイナー魚の販売促進を

加工・販売業者が漁業者と連携して実施。 

（期間後の取扱い） 

・ 本事業により事業化したビジネスプランについては、助成期間終了後には、（本事業に

よる支援を用いない）自立した事業として実施。 

（関係省庁担当者連絡先） 

農林水産省水産庁企画課 課長補佐 山下 / 係長 岡田 

  電話番号：03-6744-2340 / ファックス：03-3501-5097 

 


